
国
保
の
お
金
は
こ
の
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
ま
す

〜
平
成
28
年
度
笛
吹
市
国
民
健
康

　
保
険
特
別
会
計
決
算
か
ら
〜

医
療
療
養
病
床
に
入
院
し
て

い
る
65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

平
成
24
年
度
か
ら
28
年
度

医
療
給
付
費
の
動
向（
国
保

会
計
か
ら
の
支
払
分
の
状
況
）

歳入総額
104億3,201万円

歳出総額
100億8,117万円

国民健康保険税
（皆さんに納めて
いただくお金）
22億2,627万円
（21％）

国庫補助金
（国からのお金）
21億7,407万円
（21%）

保険給付金
（医療費などの支払いに使うお金）

59億4,178万円（59%）

後期高齢者支援金など
（75歳以上の高齢者の医
療費の支払いに使うお金）
11億676万円（ 11%）

共同事業拠出金
（高額な医療費の発生による
財源負担を緩和するための
財源として拠出するお金）
 22億7,492万円（22%）

総務費
（国保の事業や
ＰＲに使うお金）
1億2,280万円（1%）

その他
6,967万円（1%）

保健事業費
（特定健診・人間ドックの
補助などに使うお金）
 9,292万円（1%）

介護納付金
（第２号被保険者（40～64歳）負担分と
して介護保険費用の支払いに使うお金）

4億7,232万円（5%） 

前期高齢者交付金
（健保組合などの納付を財
源として交付されるお金）
21億3,797万円（20%）

共同事業交付金
（高額な医療費の発生に
よる財政負担を緩和する
ために交付されるお金）
　23億3,423万円（ 22%）

繰入金
（市からのお金）
6億8,573万円
（7%）

県支出金
（県からのお金）
4億8,146万円（5%）

その他
（繰越金など）
2億720万円（2%）

療養給付費交付金
（健保組合などの拠出金を
財源として、退職被保険者などの
医療費に対して交付されるお金）

1億8,508万円（2%）

笛
吹
市
国
民
健
康
保
険
通
信

〜
み
ん
な
の
国
保
を
守
る
た
め
に
〜

■ 医療給付費 　　　　一人当たりの医療給付費
平
成
24
年
度
〜
28
年
度

医
療
費
の
動
向

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 一人当たりの
医療給付費医療給付費

50億 20万

21万

22万

23万

24万

25万

26万

27万

28万

29万

30万

55億1,783万円

57億7,884万円

61億6,325万円

58億8,734万円

52億

54億

56億

58億

60億

62億

64億

24万1,038円

25万1,454円

26万6,601円

29万4,385円
29万7,295円

56億818万円

　
国
民
健
康
保
険
（
以
下
「
国
保
」）
は
、

加
入
者
皆
さ
ん
の
国
保
税
と
国
や
県
な

ど
か
ら
の
補
助
金
・
交
付
金
、
市
か
ら

の
繰
入
金
な
ど
で
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
成
28
年
度
笛
吹
市
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
内
訳

は
、
左
の
グ
ラ
フ
の
と
お
り
で
す
。

　
皆
さ
ん
の
納
め
る
国
保
税
は
、
医
療

費
の
支
払
い
に
充
て
ら
れ
る
大
切
な
財

源
で
す
。
一
人
ひ
と
り
が
き
ち
ん
と
納

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
国
保
税
負
担
を
増
や
さ
な

い
た
め
に
は
年
々
増
え
続
け
る
医
療
費

の
削
減
が
重
要
で
す
。

　
病
院
の
か
か
り
方
を
見
直
し
た
り
、

大
き
な
病
気
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
す

る
な
ど
、
積
極
的
に
予
防
を
心
が
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
国
保
の
健
全
運
営

の
た
め
に
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
医
療
給
付
費
の
支
払
い
状
況
を
見
る

と
、
平
成
28
年
度
は
58
億
8
7
3
4
万

円
に
な
り
、
平
成
27
年
度
と
比
較
す
る

と
、
2
億
7
5
9
1
万
円
減
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
一
人
当
た
り
の
医
療
給
付

費
は
2
9
1
0
円
増
え
て
い
る
計
算
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
平
成
24
年
度
と
平

成
28
年
度
を
比
較
す
る
と
一
人
当
た
り

の
医
療
給
付
費
は
5
万
6
2
5
7
円
と

大
幅
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

　
早
期
発
見
・
早
期
治
療
が
医
療
費
の

削
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
日
頃

か
ら
市
で
行
っ
て
い
る
特
定
健
診
や
、

が
ん
検
診
を
受
け
重
症
化
し
な
い
よ
う

心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　
平
成
29
年
10
月
1
日
か
ら
医
療
療
養

病
床
（
自
宅
療
養
が
難
し
く
、
医
療
処

置
が
必
要
な
慢
性
的
な
疾
患
の
方
の
入

院
場
所
）
入
院
中
の
光
熱
水
費
の
負
担

額
が
次
の
表
の
と
お
り
に
変
更
に
な
り

ま
す
。

　
こ
の
見
直
し
は
介
護
保
険
施
設
に
入

所
し
て
い
る
方
に
は
現
在
す
で
に
1
日

３
７
０
円
の
光
熱
水
費
を
負
担
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の

で
す
が
、
指
定
難
病
の
方
・
老
齢
福
祉

年
金
受
給
者
に
つ
い
て
は
負
担
額
の
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※

65
歳
未
満
の
方
や
、
一
般
病
床
お
よ

び
精
神
病
床
に
入
院
し
て
い
る
方
は

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

■
問
合
せ
先

　
国
民
健
康
保
険
課
　
国
保
総
務
担
当

　
☎
0
5
5（
2
6
2
）4
1
1
1

医療療養病床に
入院している
65歳以上の方

現　在
（平成29年
9月30日まで）

平成29年
10月1日～

・医療の必要性の低い方
　（医療区分Ⅰの方） 320円 370円

・医療の必要性の高い方
　（医療区分Ⅱ、Ⅲの方で、
　  指定難病でない方）

0円 200円

・指定難病の方
・老齢福祉年金受給者
・境界層該当者　※1

0円 0円

※１　介護保険法施行令および介
護保険法施行規則内の条項で掲
げる規定に該当する要保護者

平成28年度　国民健康保険特別会計決算状況
歳入 104億3,201万円　歳出 100億8,117万円　繰越金 3億5,084万円

　選挙違反は、犯罪として処罰の対象となるし、候補者や選挙事務所の関係
者ばかりでなく、有権者にも適用されるよ。そして選挙違反を犯すと、罰金・
禁錮・懲役などの刑罰が科せられるし、加えて、当選無効や選挙権の停止な
どの処置もとられるよ。

【選挙違反の主なケースを紹介】　
選挙妨害罪
○有権者や候補者への暴行や脅迫、集会や演説の妨害、候補者の職業
　や経歴などに関する虚偽事項の公表や偽名による通信など。
投票に関する罪
○他人をだましたり、欺く方法で選挙人名簿に登録させる。
○投票所において本人確認の際、虚偽の宣言をする。
○有権者でないのに投票する。偽造し投票を増減する。
○正当な理由なく、有権者が投票するのに指示をしたり勧誘するまたは投票に干渉する。
○投票内容を知ろうとする。
　選挙にはたくさんのルールがあるよ。その多くには罰則がついているし違反すると処罰されることに
なる。一人ひとりのモラルが問われるね。

■問合せ先　笛吹市選挙管理委員会事務局　☎ 055（262）4111笛吹市選挙管理委員会
笛吹市明るい選挙推進協議会

NO.21「選挙」
豆知識

～家族で「選挙」のことについて話してみよう～～家族で「選挙」のことについて話してみよう～
有権者のみんな、
注目！

先月に引き続き、選挙違反とその罰則(後編)
についてフッキーが紹介します。
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